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省
令
(
荷

(
総
務
耳

平成 21年� 12月 28日 f1躍自

町
一
日
刊
〈
行
政
機
関
の
休
日
休
刊
〉

。
ザ
ン
ピ
ア
大
学
付
属
教
育
病
院
産
療
機
材

。
日
本
年
金
機
構
法
の
施
行
に
伴
う
社
会
保

険
庁
関
係
告
示
の
廃
止
に
関
す
る
件

〆
の
平
均
輸
入
価
格
を
定
め
た
件

九〉

〈
社
会
保
険
庁
二
五
〉

平
成
一
一
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三

十
一
白
ま
で
に
は
種
さ
れ
る
て
ん
楽
に
係

る
甘
味
資
甑
作
物
交
付
金
の
単
価
を
定
め

た
件
〈
農
林
水
産
…
九

。
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

三
年
九
月
一
…
一
十
日
ま
で
に
収
穫
さ
れ
る
さ

と
う
さ
び
に
係
る
甘
味
資
源
作
物
交
付
金

の
単
轄
を
定
め
た
件
〈
階
一
九 

一)

。
平
成
二
十
一
一
年
一
月
一
日
か
ら
十
ニ
月
五


十
一
日
ま
で
に
植
付
け
さ
れ
る
で
ん
粉
の


製
造
の
胤
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
に
係
る


で
ん
粉
軍
料
用
い
も
交
付
金
の
単
価
を
定


め
た
件
〈
間
一
九 

一一〉



。
平
成
二
十
二
年
一
月
一
一
口
か
ら
十
二
月
三

O

O


O
G
)


O

O

整
備
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
日
本

思
政
府
と
ザ
ン
ピ
ア
共
和
国
政
府
と
の
閣

の
審
構
の
交
換
に
関
す
る
件

…

縮集・印制
独立行政j公人際立印刷局

O

。
で
ん
粉
及
び
で
ん
粉
祭
料
用
輸
入
農
産
物

(
悶
一
九

。
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

(
同
一
九
一 

0
1
一
九
一
五
〉

。
平
成
十
六
年
盟
主
交
通
省
告
示
第
七
百
七

〈
外
務
五
八
回
)

ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
ド
!
ゼ
ン
グ
の
防
止

十
一
一
号
の
一
部
を
改
正
す
る
件

…
に
関
す
る
間
際
規
約
の
附
属
書
の
改
正
に

(

思

土

交

議

七

)

P
E
E
P
-
-
-

一
関
す
る
件
〈
間
五
八
五
)

一 

関
税
暫
定
措
置
法
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ

川
脳
出
向
山

〔
最
高
離
規
制
問
〕

O
一
る
物
品
の
一
平
成
一
一
十
一
年
度
の
初
日
か
ら

一
平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
段
ま
で
の
輪

一
入
数
畿
を
告
示
(
財
務
問
。
九
〉

一
O
平
成
二
十
一
年
渡
的
拐
活
か
ら
平
成
二
十

一
一
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉

一
及
び
冷
凍
牛
肉
の
各
輸
入
数
翠
を
傍
示

〔
臨
会
事
環
〕

〔
人
犠
興
動
〕

法
務
省

最
高
裁
判
所

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

旅
券
法
第
十
九
条
の
第
二
演
の
規
定
に
議

づ
く
一
般
旅
券
の
溜
納
命
令
に
演
す
る
通
知

。
閤
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
十
一
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て

O
準
用
す
る
同
法
制
間
関
第
四
条
第
一
項
の
最

高
裁
判
所
撹
則
で
定
め
る
日
を
定
め
る
規

報
一
期
(
議
高
裁
一
二
〉

外
岡
等
に
対
す
る
我
が
留
の
民
家
裁
判
権

に
関
す
る
法
律
に
よ
る
外
器
等
に
対
す
る

訴
状
等
及
び
制
判
決
議
等
の
送
達
に
関
す
る

規
制
問
〈
同
一
〉

省

令〕

。
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第

五
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定

め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(
総
務
一
二
三
〉

。
地
方
税
法
施
行
規
制
約
の
一
部
を
改
正
す
る

O 。
本
庁
監
理
金
職
務
品
取
引
業
者
等
を
指
定

す
る
件
の
'
一
部
を
改
正
す
る
件

〈
金
融
庁
七
一
)

橋
被
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
無
線
路
に
儲
村
け
を
要
す
る

業
務
書
類
の
認
定
に
関
す
る
件

O O O O
一二
 

O

一
数
騒
な
告
示
(
伺
四
一
一
〉

一 
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
公
示
す
る

一
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
(
関
税
庁
ニ
ム
ハ
〉

一 
外
属
人
労
働
者
の
一
嬢
一
用
管
理
の
改
善
等
に

五
) 

一
(
部
五

一 
特
定
保
設
法
療
材
料
及
び
そ
の
材
料
価
格

一一一一
一 

療
整
理
則
及
び
薬
盤
規
則
並
び
に
療
拐
慕

…
一
年
十
一
月
三
十
詰
ま
で
の
豚
肉
等
滋
び

一
に
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
各
犠
入

O
一
〈
問
問
一

平
成
一
一
十
一
年
度
の
初
日
か
ら
一
平
成
二
十

O
)

十
一
日
ま
で
に
種
付
け
渡
れ
る
で
ん
粉
の

製
造
の
用
に
供
す
る
か
ん
し
ょ
に
係
る
で

ん
粉
車
料
用
い
も
交
付
金
の
単
価
を
定
め

た
件
〈
関
一
九 

一二)

O

。
砂
糖
及
が
で
ん
粉
の
価
格
調
盤
に
関
す
る

法
律
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
十
一
一
…
条

第
一
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
接
窓
ず
る
地

域
を
捻
恕
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

〈
問
問
一
九 

四
)

O

。
粗
糖
の
平
均
輸
入
価
格
を
定
め
た
件

O
(
同
一
九 

査〉

砂
組
側
及
び
で
ん
殺
の
価
格
調
撃
に
関
す
る

O

法
律
第
九
条
第
一
項
第
二
巧
ハ
の
規
定
に

基
づ
き
当
該
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
額

(
外
務
省
)資

一
関
し
て
事
業
主
が
遺
切
に
対
処
す
る
た
め

一
の
指
針
の
一
部
を
改
正
守
る
件

…
…
一
(
厚
生
労
働
五 

閣
議
決
定
等
事
噴

官
庁

〔公

0
厚
生
労
働
大
両
院
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び

… …
施
設
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

草寺告
)

項

O
六
)

綬
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る

と
メ
キ
シ
コ
合
衆
閣
と
の
問
の
協
窓
附
属

書
一
の
日
本
簡
の
表
に
お
い
て
隣
税
の
譲

許
が
…
定
の
額
を
援
度
の
議
準
と
し
て
定

め
ら
れ
て
い
る
物
品
の
輪
入
額
の
公
告
、

証
票
無
効
、
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
一
叩

項
の
規
定
関
係

〈
以
下
次
の
ぺ 

ジ
へ
続
く
〉

O

一
〈
材
料
備
格
基
準
)
の
一
部
を
改
正
す
る

一
体
〈
問
五 

七
)

O

O
六
)

。
異
性
化
糠
様
準
盤
格
を
定
め
た
件

七〉

を
定
め
た
件
〈
同
一
九 

準
に
慕
づ
波
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲

小
事
項
崎
将
の
一
部
を
改
正
す
る
件

O

〈
問
宜 

八
) 

O

〈
間
関
一
九

異
性
化
糖
平
均
供
給
価
格
を
定
め
た
件

(
同
一
九 

八〉

O

方言
、占ー'

t アて 浬s:
b 

つ

エ，，. ノ九 ペヰ

〈ご〉 ブ，.

i



報 第� 5223

1111111 

3 平成� 21 月曜日

る。名

称

発
行
年
月
日

発

行

者 地
方
税
法
施
行
綴
別
の
一
部
を
改
定
?
る
省
令

。

外

務

後

告

示

第

五

百

八

十

回

毎

一

地
方
税
法
施
行
線
別
〈
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二

→
成
二
十
一
年
十
二
月
十
…
日
に
ル
サ
カ
で
、
ザ
ン
ど
一

w

十
三
日
可
)
の
一
部
そ
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
八
第
一
寝
中
「
社
会
保
険
庁
長
官
」
を
「
燦

ア
大
学
付
岡
崎
教
育
病
院
医
療
機
材
懇
備
計
画
の
た
め
の
勝
一

与
に
関
寸
る
次
の
概
要
の
饗
衡
の
交
換
が
ザ
ン
ピ
ア
共
和
一

ル
ア
ン
ド
ロ
ス
テ
ン
ジ
オ
;
ル
)
、
ボ
ラ
ス
テ
ロ

関

政

府

と

の

間

に

行

わ

れ

た

。

一

�

 

ン
、
ボ
ル
デ
ノ
ン
、
ボ
ル
ジ
オ
ン
(
ア
ン
ド
ロ
ス

イ
ソ
キ
サ
ゾ
!
"
庁
〉
、
デ
ヒ
ド
ロ
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル

シ
ア
ン
ド
ロ
ス
タ
l
殴
!
エ
ノ
〔
ニ
・
三
i
d
〕

タ
i
一
・
閥
;
ジ
エ
ン
i
一
一
一
・
十
七
ジ
オ
ン
)
、

カ
ル
ス
一
ア
ロ
ン
、
ク
ロ
ス
テ
ボ
ー
ル
、
ダ
テ
ゾ
i

ル
〈
十
七
α
i
ヱ
チ
ニ
ル
l
十
七
o
i
k
ド
ロ
キ

j

j

ゑ
労
働
大
鹿
い
に
改
め
る
。

紙

刊

白

河

1

緩
助
の
自
的
及
び
内
容
ザ
ン
ピ
ア
大
学
付
属
教
榔
問
一

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年

当

1
4
j

司
一
級
協
医
療
機
税
整
備
計
一
簡
を
実
施
す
る
た
め
に
必
婆
な

一
2

鱒
与
の
組
問
皮
額
三
億
二
千
四
宮
万
円

j
f
f
カ
在
京
子
す
…
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入

E-
〓
r

ド
ロ
ロ
ン
、
オ
キ
シ
メ
ス
テ
ロ
ン
、
オ
キ
シ
メ
ト

構
滋
又
は
猿
似
の
生
物
学
的
効
果
を
殺
す
る
物
質

七
l
ジ
オ
ン
ー
ボ
ラ
ン
ジ
オ
i
ル
〈
十
九
i
ノ

α
!
ア
ン
ド
ロ
ス
タ
!
一
i
ヱ
ン
!
一
一
一
!
?
・
十

ジ
オ
i
ル
て
一
l
ア
ン
ド
ロ
ス
テ
ン
ジ
オ
ン
(
五

三
i
オ
ン
)
、
ト
レ
ン
ボ
ロ
ン
及
び
類
似
の
化
学

ト
リ
ノ
ン
(
十
八
a
i
ホ
モ
!
プ
レ
グ
ナ
i
四
・

九
・
十
一
l
ト
リ
エ
ン
i
十
七
0
1
オ
i
ル

一
|
エ
ン
i
二
一
j
オ
ン
〉
、
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
ゲ
ス

ル
、
ス
テ
ン
ボ
ロ
ン
、
一
i
テ
ス
ト
ス
}
ア
ロ
ン
(
十

七
o
i
ヒ
ド
ロ
キ
シ
!
五
α
l
ア
ン
ド
口
ス
タ
ー

キ
シ
|
五
α
1
ア
ン
ド
ロ
ス
タ
ノ
[
一
一
て
ニ
i
c
〕

ピ
ラ
ゾ
i
ル
マ
キ
ン
ボ
ロ
ン
、
ス
タ
ノ
ゾ
ロ
ー

ロ
ン
、
ブ
口
ス
タ
ノ
ゾ
i
ル
〈
十
七
0
!
と
ド
ロ

3

瞬
間
与
の
供
与
期
限
一
平
成
二
十
凶
年
十

月
三
十
日
�
 

ま
で

4

署
名
者

日

本

側

。

金

融

庁

告

示

第

七

十

一

号

一

一

一

問

村

秀

人

な

ザ

ン

ビ

ア

大

使

金
徽
商
品
取
引
法
施
行
令
〈
間
昭
和
四
十
年
政
令
第
一
一
…
笥
シ
ト
ゥ
ム
ベ
コ
・
ム
ソ
コ
ト
ワ
ネ
財

ザ
ン
ピ
ア
制
限

二
十
一
号
〉
第
毘
十
二
条
第
二
項
及
び
第
閉
山
十
二
北
京
の
二
務
・
国
家
計
間
大
使

第
二
演
の
規
定
に
基
づ
き
‘
宅
打
監
理
金
融
路
口
間
取
引
業
一
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日

務

絡

を

指

定

守

る

件

(

平

成

十

九

年

金

滋

庁

告

示

第

九

十

一

外

務

大

距

関

回

世

丸

山

尚

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
ぽ
し
、
平
成
二
十
二
年
一
一

0
外
務
復
血
悶
示
第
五
夜
八
十
五
号

同

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。

一

一 …
平
成
十
七
年
十
月
十
九
日
に
パ
リ
で
採
択
さ
れ
た
「
ス

平

成

二

十

一

年

十

二

月

二

十

八

日

一

一
約
」
の
総
岡
崎
書
ー
が
同
規
約
第
三
十
四
条
の
規
定
に
従
い

金
融
庁
長
官
一
二
箇
谷
勝
鋭
利
一
役
配
さ
れ
、
そ
の
改
正
は
、
部
門
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

第
一
条
第
二
十
回
巧
そ
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
一
十
二
年
…
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
改
圧
が
効
力
を
役

O
二
十
大
和
紙
券
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
マ
i
ケ
ツ
ツ
株
式
会
一
じ
た
後
の
附
悶
腕
議
�
 
I
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

社

一

(

平

成

二

十

一

年

十

一

月

十

六

段

付

け

鼠

際

渡

会

教

育

総
務
省
告
示
第
五
百
八
十
七
号
一
科
学
文
化
機
関
家
務
局
長
暗
殺
縮
減
〉

一

月

一

日

に

効

力

を

生

じ

た

俊

界

ド

l

I

電
波
法
施
行
規
則
(
裕
和
二
十
五
停
電
波
駿
務
委
員
会
一
平
成
二
十
…
年
十
二
月
二
十
八
日

規

則

第

十

四

号

)

第

一

二

十

八

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

、

一

外

務

大

豆

陶

磁

克

也

号
機
各
号
に
掲
げ
る
無
線
路
が
海
上
移
動
業
務
に
お
い
て
一
関
属
議
�
 
二
千
十
字
の
禁
沈
荻
(
一
一
千
十
年
一

唱

一

・

ピ

ン

グ

防

止

規

範

〉

川
例
外
国
的
に
投
与
し
た
場
合
の
内
題
性
(
注
2
〉
た

オ
ン
)
、
�
 
ア
ス
オ
キ
シ

メ
テ
ル
テ
ス
ト
ス
テ
ロ
ン
(
十
七
α
!
メ
チ
ル
|

ぞ
含
む
。

シ
メ
ス
テ
ロ
ン
、
ホ
ル
メ
ボ
ロ
ン
、
フ
ラ
ザ
ボ
!

ム
ア
i
四
i
ヱ
ン
l
十
七
l
オ
i
ル
)
、
フ
ル
オ
キ

レ
ノ
ー
ル
(
十
九
l
ノ
ル
i
十
七
α
l
ブ
レ
グ

一
お
α
i
ア
ン
ド
ロ
ス
タ
i
二
i
エ
ン
i
十
七
o
i

オ
i
ル
〉
、
ド
ロ
ス
タ
ノ
日
ン
、
ヱ
テ
ル
ヱ
ス
ト

…
・
図
i
ジ
ヱ
ン
i
一
一
一

ド
ロ
キ
シ
l
十
七
α
i
メ
チ
ル
ア
ン
ド
ロ
ス
タ
i

テ
ス
ト
ス
テ
ロ
ン
(
矧
!
ク
ロ
ロ
i
小
七
o
i
ヒ

ete--

J

ん
ぱ
く
m
m
化
男
性
化
ス
テ
ロ
イ
ド
に
は
、
次
の
も
の

ア
ン
ド
ロ
ス
テ
ン
ジ
オ
ー
ル
〈
ア
ン
ド
ロ
ス

〕
|

L

フ
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